
（款）　 （項）　5社会福祉費 （目）　15障害者福祉費

◎障害者福祉の経費

【総合計画上の位置づけ】
健やかで心豊かに暮らせるまち
健康福祉：すべての市民が健康で安心して生活を送ることのできる環境が整っているまち

【事業の目的】
対象

意図

効果

【事業の内容】
(1)

・
・
・
・

(2)
・

(3)
・

【中事業に含まれる実施計画事業】
障害者福祉計画の推進（４－１－２－⑦)
障害児者の相談支援体制の充実(４－１－２－⑧)

【事業費】

主な支出内訳
・

　総合相談窓口非常勤嘱託員報酬　  4人
　障害者介護給付費等審査会委員報酬　 15人

105
　自立支援法対応システム改修委託料 4,988
　支援費等支払システム機器保守等委託料

　支援費等支払システム運営手数料 1,855
  自立支援法サービス利用計画作成費委託料 0

　自立支援法医師意見書作成手数料 582
　手話通訳者等保険料 13

外国籍等障害者福祉給付金支給事業
公的年金給付の要件を制度上満たせない在日外国人の障害者に給付金を支給し、福祉の
向上を図った。

当初予算額 予算現額 支出済額 翌年度繰越額

障害者団体等への支援を行った。
障害者等への情報提供や権利擁護のための援助など相談支援を行った。
障害者生活支援事業
施設等通所交通費助成費・特別障害者手当等・福祉手当等を対象者に給付し、障害者の生
活の安定及び社会参加の促進を図った。

　地域自立支援協議会報償 500

  障害者地域活動支援センター運営事業委託料　　2ヶ所 54,186

　障害者福祉計画推進委員会報償 238
  障害者施設訪問歯科検診報償 1,000
  雇用促進対策事業報償 778

　支援費等事務補助臨時的任用職員賃金 1,890

3,654
2,342

障害者福祉運営事業

（単位：千円）

9,397
不用額

272,855 271,971 262,574

障害者福祉計画等の進行管理及び改定を行った。
障害者自立支援法の執行管理等を行った。

障害者福祉運営事業

障害者等

障害者等の生活の安定と支援の充実を図る。

障害者等に関する施策をより明確にし、よりきめ細かく推進するための障害者福祉計画の
着実な推進及び障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の適正かつ円滑な実施を
行うため。

】

15民生費

障害者福祉運営事業 【 障害者福祉課



990

・

　施設等通所者交通費助成費

・ 外国籍等障害者福祉給付金支給事業

主な特定財源
・ 国県支出金 39,889

扶養共済掛金助成費
延     64 人 ( 9 人） 553 千円
延    459 人 ( 38 人） 2,192 千円

　 計 延    523 人 ( 47 人） 2,745 千円

施設等通所者交通費助成費
更生施設 延 828人 (  80人) 9,243 千円
授産施設 延 1,055人 (  109人) 7,105 千円
地域作業所 延 1,209人 (  113人) 7,856 千円
指定医療機関 延 16人 (  5人) 136 千円
就労支援 延 329人 (  45人) 3,529 千円
生活介護 延 240人 (  24人) 3,240 千円

延 3,677人 (  376人) 31,109 千円

２　福祉手当

26,440 円
延人員 1,708 人 (  146人) 　 35,849 千円

26,886 千円
月額 2,500円～3,300円
延人員 40,337 人 (  3,552人) 101,567 千円

137,416 千円

国庫

市の制度

計

14,430 円
障害児福祉手当及
び経過措置分福祉
手当

特別障害者手当

計

国の制度
月額

　

全額助成した者
半額助成した者

　福祉手当 101,567

　福祉給付金 312

　扶養共済掛金助成費 2,745
31,109

　特別障害者手当等 35,849

　鎌倉市腎友会補助金 47

障害者生活支援事業

　青い麦の会事業運営費補助金 152
　鎌倉市手をつなぐ育成会補助金 175

　鎌倉市肢体不自由児者父母の会補助金 175
　鎌倉市身体障害者福祉協会補助金 175

  障害者地域活動支援センター賃借料 2,658
　支援費等支払システム機器購入費
　県雇用開発協会負担金 40

  障害者福祉計画点字版等作成委託料 109
　支援費等支払システム機器等賃借料 362

　障害者相談支援事業運営委託料 12,800



事務事業

№/名　称
事務事業 0022　障害者福祉運営事業

単　　　位 0022　障害者福祉団体補助事業

0025　障害者生活支援事業

1187　障害者計画策定

0921　外国籍等障害者福祉給付金支給事業

主管課 障害者福祉課 関連課

分野名 健康福祉

目標
（目標値）
人口等の データ区分

データ 人　　　口
世　帯　数

運営資源 決算値

状　　　況 （国　・　県）

（負担金等）

（一般財源）

人員配置数

人 件 費

協　働　の
パートナー

事務事業
運営経費

市民１人当
りの経費

対象者１人
当りの経費

　２０年度事務事業の変更点（新規・廃止・縮小した個別事業）/事業仕分けの視点による妥当性の評価

変更額（千円） 妥当性※

※妥当性の評価

① 必要性なし

10,800 ④
② 民間

800 ④
③ 国・県

1,000 ④
④ 現行どおり(鎌倉市)

年度 19年度 20年度 21年度

目標値 754,000円 754,000円 754,000円 

実績値 754,000円 754,000円 

年度 19年度 20年度 21年度

目標値 2,949,957円 4,096,000円 2,256,000円 

実績値 3,235,000円 2,219,000円 

年度 19年度 20年度 21年度

目標値 147,706,000円 141,978,000円 140,514,000円 

実績値 134,657,000円 13,548,600円 

年度 19年度 20年度 21年度

目標値 進行管理 第２次策定 進行管理

実績値 進行管理 第２次策定

　　評価　　◎：目標を達成　　○：目標に向かって前進している　　△：横ばい　　×：後退している

　ベンチマーク（県内外自治体や民間団体との比較値）

団体名 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市
通所交通費助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市福祉手当 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

団体名 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 逗子市
通所交通費助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市福祉手当 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鎌倉市歯科医師会による市内地域作業所及び障害福祉施設へ
の訪問歯科検診の実施への謝礼にかかる報償費の増加

個別事業名

障害者相談支援事業委託

雇用促進対策事業報償

障害者施設訪問歯科検診
事業報償

障害者自立支援法に基づく相談支援事業の実施を市内指定相
談支援事業所に委託することにかかる増加

障害者計画の策定

福祉手当給付

指　　標

２０年度

事業の変更点・変更理由

指　　標

１９年度 １８年度

175,902人 175,051人

ザイムス
コード及び
個別事業
名

○

176,484人

評価

評価

評価

6,231人

自立支援給付費支払
システムの運用

指　　標

補助金適正化

■サービス部門

□支　援　部 門
健福-23 障害者福祉運営事業

・各年4月1日

77,430世帯 76,536世帯 75,611世帯
5,969人 5472人

43,770千円 32,095千円 
10,441千円

◎

0千円

36,605千円
3.9人

29,448千円 

◎

3.7人 3.7人

○

47,718円

34,755千円

297,328千円 260,315千円

35,229千円

評価

最終年度（　　年度）

障害者福祉団体

188,571千円 

156,476千円

22年度 最終年度（  年度）

2,256,000円

庁内事務処理業務の一部補助の実施にかかる市内地域作業所
及び障害福祉施設への謝礼にかかる報償費の増加

福祉運営事業の充実を図る

225,176千円総事業費

262,573千円 225,086千円 

222,684千円 181,316千円

障害者福祉団体 障害者福祉団体

茅ヶ崎市
○

○○

相模原市
○

1,685円 1,480円 1,286円

43,611円 41,151円

754,000円

基礎調査

最終年度（　　年度）

平成21年度事務事業評価シート

22年度

22年度

140,514,000円

指　　標

22年度 最終年度（　　年度）

備　　考

④
自立支援給付にかかるシステムを運用しているパソコン等機器
更新に伴う備品購入費の増加

自立支援給付システム機器
備品購入費

1,650



A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

担当部名 部長名

創意・工夫・
課題等改善
状況

（上記対応できなかった課題・問題点について今後どのように対応（改善）していきますか）

平成21年度事務事業評価シート

二次評価（部長評価）

今後の方向性

担当課長氏名： 障害者福祉課長　茶木　和夫

市福祉手当については、所得制限を設けるなど支給要件の見直しを行っているが、財政
的負担の増大が今後も予想されることから、国・県の福祉手当のこの間の検討状況や見
直しの方向性などの動向を見据えて、今後の事業構築の検討が求められる。
障害者福祉計画については、障害者福祉計画推進委員会において、ひきつづき計画盛り
込んだ事業や施策の実施状況及び新たな事業を把握し、推進状況について点検・評価を
実施し、推進状況報告をまとめていくとともに、次に予定されている計画全体の改定作業
の準備のため必要な情報収集及び調査・研究を行う。

福祉手当（市単独事業）の給付については、所得制限を設けるなど支給要件の見直しを
行ったが、加齢による障害者の増加に伴い、支給対象者の増加が見込まれ、財政的負担
の増大が予想され、今後、支給要件等の見直しを検討する必要がある。
障害者福祉計画については、計画の着実な推進を図るための進行管理していくことが課
題である。

（20年度事務事業を実施するうえでの課題・問題点は、どのようなことでしたか）

（課題・問題点についてどのような創意工夫、改善をしましたか。また、どのような成果がありましたか）

（20年度事務事業の取組において対応（解決）できなかったものはどのようなことですか）

障害者福祉計画の進行管理を行うため、障害者福祉計画推進委員会を設置し、計画盛り
込んだ事業や施策の実施状況及び新たな事業を把握し、推進状況について点検・評価を
実施し、推進状況報告をまとめた。
さらに、障害者自立支援法に基づく障害福祉計画の改定作業を行い、第２期障害福祉計
画を策定した。

課題・問題点

未解決の課
題・問題点

今後の方針
（対応・改善）

創意・工夫・課
題等の改善点
20年度の成果

A

市福祉手当については、所得制限を設けるなど支給要件の見直しを行ったが、財政的負
担の増大が見られ、今後、支給要件等の見直しを検討する必要がある。
障害者福祉計画については、施策の実施状況の把握とともに推進状況について点検・評
価を実施し、ひきつづき進行管理していく。

健康福祉部 石井　和子

一次評価（課長評価）

A

今後の方向性
障害福祉サービスについては、適正かつ効果的、効率的な事業運営を図っていく。障害者福祉計画につ
いては推進状況の管理を着実に実施していく。

障害福祉サービスの給付レベルを低下させずに、社会状況にあった適正かつ効果的、効率的な給付を
図るべく、事業運営の点検及び今後の事業構築の調査・検討を行う。障害者福祉計画については、計画
の着実な推進を図るための進行管理を実施していく。


